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株式会社テンダ Dojo サービス利用規約 
 

Dojo 及び TEん DO（以下、「本サービス」といいます。）の登録希望者へのご注意：本サービス利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、本サービスに関して本規約

を契約条件としてお客様とテンダとの間に締結される法的な契約書（以下、「本契約」といいます。）です。お客様は、本サービスのご利用申し込み前に本契約書の内容を

確認する手段やその機会があった場合は「利用を申し込んだ時点」、又はご利用申し込み前にその手段や機会がなかった場合は、「本サービスの利用を開始した時点」、若

しくは「お客様専用のサービス環境を構築した時点」で、本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとみなし、以降の返品及び返金は一切受け付けないものとします。 

 

 

第1条 （定義） 

1. 「登録希望者」とは、本サービスの利用（トライアル利用を含みます。）を希望

された法人、団体のみなさまをいいます。 

2. 「登録情報」とは、登録希望者が本サービスを利用するにあたって、テンダに提

供する必要のある情報をいいます。 

3. 「お客様」とは、登録希望者がテンダ所定の手続きに従い申し込みを行った（以

下、「ユーザー登録」といいます。）結果、テンダが本サービスのご利用を許諾

した方をいいます。 

4. 「本ソフトウェア」とは、本サービスの対象となるソフトウェア製品（コンピュ

ータプログラムとマニュアルその他の関連資料を含みます。）で、テンダから適

法に利用許諾権を得たものをいいます。 

5. 「利用料金」は、お客様が本サービス利用の対価としてテンダに対して支払う金

員であり、サービスの種類（保守サービスを含みます。）や許諾されたユーザー

数によって変わります。 

 

第2条 （適用範囲） 

1. 本規約は、テンダから本サービスの提供を受けるお客様に適用されます。  

2. 本規約とは別に、書面にて本サービスに係る特約が定められた場合で、本規約と

異なる内容の定めがあるときには、特約が優先して適用されるものとします。 

 

第3条 （登録及び利用） 

1. 登録希望者は、本規約を承認の上、所定の手続きに従い、テンダに対して本サー

ビスの利用の登録を申し込むことができます。 

2. テンダは、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録希望者のユーザ

ー登録を拒否し、又はお客様のユーザー登録を喪失させることができるものとし

ます。なお、テンダは、請求があった場合であっても当該拒否理由を開示する義

務を負いません。 

(1) 第 1 項に基づいて登録希望者又はお客様から提供された情報の全部又は一部

につき虚偽の情報が含まれていた場合 

(2) 登録希望者又はお客様が第 22 条第 1 項各号又は第 2 項各号の事由に該当する

ことが判明した場合 

(3) 登録希望者又はお客様が、テンダとの間の契約、規約などに違反したことがあ

る又は違反していることが明らかになった場合 

(4) その他ユーザー登録が適当でないとテンダが判断した場合 

 

第4条 （利用責任者） 

1. 登録希望者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、ユ

ーザー登録を行うものとし、本サービスの利用に関するテンダとの連絡・確認・

問合せ等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。 

2. テンダが本サービスの利用を許諾した後、登録情報に変更が発生した場合、お客

様は利用責任者を通して直ちに登録情報の変更手続を行うものとし、お客様が変

更手続を怠ったことにより生じた損害について、テンダは一切の責任を負いませ

ん。 

 

第5条 （利用料金等） 

1. テンダは別途定める年間保守料金及びそれらの消費税相当額をお客様に請求し、

お客様はこれを請求書記載の期日までにテンダが指定する口座に振り込んで支

払うものとします。次回の契約以降については、契約更新の前々月末日までに請

求し、お客様は請求翌月末日までにテンダが指定する口座に支払うものとします。

ただし、代理店を経由販売する場合やお客様既定の支払いサイトがある場合は別

途協議により支払い方法を決定できるものとします。なお、かかる支払に必要な

振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。 

2. お客様は、前項の支払を所定の支払期日が過ぎても履行しない場合、所定の支払

期日の翌日から支払日の前日までの日数につき年 14．6％の利率で計算した金額

を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、テンダが改めて定める指

定日までに前項の方法により支払うものとします。なお、当該指定日までに履行

がされないときは、テンダは、本サービスの提供を停止することができるものと

し、当該停止期間中の利用料金については返金致しません。 

3. 著しい経済変動等の要因により利用料金の見直しが必要と判断した場合には、テ

ンダはお客様に利用料金の変更を申し入れ、お客様及びテンダ間で協議の上、そ

の変更を行うことができるものとします。 

 

第6条 （トライアル） 

1. お客様は、本サービスを無償で試用（以下、「トライアル」といいます。）いた

だくことができます。 

2. お客様は、トライアル期間終了後に、別途有償プランに申込み頂いた場合に限り、

本サービスを継続してご利用いただくことができます。 

3. お客様が、トライアル期間中に有償プランに申込みされた場合、トライアル期間

の残日数にかかわらず、その時点でトライアル期間は終了するものとします。 

 

第7条 （自己責任の原則） 

1. 本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信等の環境は、全てお客様の責

任と費用において備えるものとします。また、本サービスの利用にあたり必要と

なる通信費用は、全てお客様の負担とします。 

2. お客様は、本ソフトウェア等に記録される自己の情報（データ、コンテンツ等を

含み、以下、「情報等」といいます。）などを保護する為の適切な措置を逐次実

施するものとし、当該措置を怠ったことによりお客様に生じた不利益、損害につ

いて、テンダは一切の責任を負いません。 

3. お客様は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合又は第三

者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決

するものとします。お客様が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った

場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。  

4. 本サービスを利用してお客様が提供又は伝送する情報等については、お客様の責

任で提供されるものであり、テンダはその内容等についていかなる保証も行わず、

また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。  

 

第8条 （禁止事項） 

1. お客様は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとしま

す。  

(1) テンダ若しくは第三者の著作権、商標権、特許権などの知的財産権等の財産的

若しくは人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行

為 

(2) 本規約、法令、条例、公序良俗等に反する行為又はその恐れのある行為 

(3) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報等を改ざん又は消去す

る行為 

(4) 本サービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為 

(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

(6) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れ

のある行為 

(7) 自己の名のもとで第三者に本サービスを販売又は利用させる行為 

(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

(9) 本サービスを商業又はその準備の目的で利用する行為 

(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 

(11) テンダ若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのあ

る行為  

(12) 本サービスのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チー

トツールその他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本サ

ービスの不具合を意図的に利用する行為等、本サービスの正常な運営を妨げる

行為又はその恐れのある行為 

(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する

態様・目的でリンクを貼る行為 

(14) その他、テンダが不適当と判断した行為 

2. 前項の禁止行為に該当するか否かは、テンダが合理的に判断するものとし、テン

ダは判断基準について説明する義務を負いません。 

3. お客様は、第 1 項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、

又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにテンダに通

知するものとします。 

4. テンダは、本サービスの利用に関して、お客様の行為が第 1 項各号のいずれかに

該当又は関連するものであることを知った場合、事前にお客様に通知することな

く、本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は第 1 項各号に該当する行為

に関連する情報等を削除することができるものとします。ただし、テンダは、お

客様の行為又はお客様が提供若しくは伝送する情報等を監視する義務を負うも

のではありません。 

5. 前項の措置によりお客様に生じた損害について、テンダは一切の責任を負いませ

ん。 

6. お客様は、テンダ並びに日本国政府又は該当国の政府より必要な許可等を得るこ

となしに、本ソフトウェアの全部又は一部を、直接又は間接に輸出してはなりま

せん。 

 

第9条 （秘密保持） 

1. お客様及びテンダは、本契約に関連して知り得た相手方の登録情報及び秘密（以

下、「秘密情報」と総称します。）を、相手方の事前の書面による承諾なくして、

第三者（ただし、弁護士、税理士、公認会計士その他の法令上秘密保持義務を負

う者を除きます。）に開示又は漏洩してはなりません。なお、この秘密保持義務

は、別途当事者間で協議・決定がなされない限り、本契約終了後も存続するもの

とします。 

2. テンダは、前項にかかわらず、法令に従い開示の義務を負う場合、捜査機関の令

状がある場合、裁判所、行政機関等から開示要求がある場合又はそれに準じる必

要性がある場合には、秘密情報を第三者へ開示することがあります。 

3. お客様は、本サービスの全部又は一部を、リバースエンジニアリング、逆コンパ

イル又は逆アセンブルすることはできないものとします。 

4. テンダは、本サービスの提供又は品質向上のために必要な範囲で、お客様の秘密

情報を複製・複写・利用することができるものとします。 

5. テンダは、本契約が終了したとき又はお客様の書面による同意や要請を受けたと

き、登録情報の削除を行うことができるものとします。 

6. お客様は、本契約が終了した場合、テンダから提供された秘密情報（本サービス

に関するドキュメント等を含みます。）を、テンダの指示に従い遅滞なく返還、

破棄又は消去するものとします。 

7. 第 1 項にかかわらず、テンダはお客様からの書面による別段の意思表示が無い限

り、本サービスの利用者として、お客様の企業名を公開することができます。な

お、お客様は、テンダが企業名を公開する際に、お客様のロゴ、商標等を使用す

ることを許諾します。 

 

第10条 （個人情報の取り扱い） 

テンダは、お客様の個人情報を、以下のウェブサイト上に掲載した個人情報保護

方針に基づき取り扱います。 

https://www.tenda.co.jp/privacy/ 

 

第11条 （保守サービス） 

1. テンダは、お客様に対し、本サービスの購入お申し込み時に定めた内容に基づき

別紙に定める保守サービス（以下、「保守サービス」といいます。）を提供しま

す。 

2. 本契約における保守の対象は、本ソフトウェア及びそれに関連するドキュメント

とします。 

 

第12条 （保守サービスの適用除外） 

1. 以下の各号のサービスについては、保守サービスから除外します。ただし、テン

ダが以下のサービスを行う必要があると判断した場合には、テンダはお客様に対

して別途料金を見積り、お客様の承諾を得た上で、サービスを行うものとします。 

(1) お客様が、本ソフトウェア以外のソフトウェアを使用することによって発生し

た、本ソフトウェアの障害への対応 

(2) 前項又はお客様の責による障害によって必要となった、本ソフトウェアの再イ

ンストール作業及びデータの復元作業 

(3) 本ソフトウェアの運用支援、コンサルテーション、教育及びインストレーショ

ン作業 

(4) 本ソフトウェア以外のソフトウェアのインストール、調整 

(5) 本ソフトウェア稼働のために使用するハードウェアの調整、入れ替え 

(6) 本ソフトウェア稼働のために使用する不正コピー防止の SENTINEL の修復、交
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換 

(7) 制度又は法令の変更による本ソフトウェアへの対応 

(8) お客様の本ソフトウェア以外のシステム仕様変更に伴う本ソフトウェアの確

認作業 

(9) その他本契約の対象外の事項 

2. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、保守サービスの提供を行わず、提供

していた場合には中止するものとします。 

(1) お客様において未払いがある場合 

(2) お客様が本ソフトウェアをテンダの指定する稼働環境で運用していない場合 

(3) お客様が本ソフトウェアを本来の目的から外れ、不適切に使用した場合 

(4) お客様が本ソフトウェアを正しい操作方法で使用していない場合 

(5) お客様又は第三者が、本ソフトウェア又は稼働環境に変更、修正又は改造を行

った場合 

(6) お客様が、本サービスを第 6 条に基づき利用する場合 

 

第13条 （対応時間） 

1. 保守サービスの対応時間は、テンダの営業日である月曜日から金曜日までの午前

10:00～午後 5:00 とします。左記以外の時間、祝祭日、年末年始及びテンダが別

途定める日は保守サービスの対応時間外とします。 

2. お客様より、前項で定めるテンダの時間外に保守の依頼があった場合には、テン

ダは翌営業日の前項で定める時間内に行うものとします。 

 

第14条 (追加保守契約) 

本契約締結後に、テンダがお客様より請負、開発の上、お客様に提供されるプロ

グラムのカスタマイズ分の保守契約については、別途本契約書と同様の事項を記載

した覚書を締結することとし、契約条件については、特段の定めのない限り、本契

約の規定に従うものとします。 

 

第15条 （再委託） 

テンダは、本サービスの提供に関して、全部又は一部の業務を、テンダの責任に

おいて第三者に再委託できるものとします。 

 

第16条 （権利の帰属） 

1. 本サービスにおいてテンダから提供される情報、本ソフトウェア、画面、ドキュ

メント及びコンテンツ（以下、「テンダコンテンツ」と総称します。）に係る著

作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれら

の権利の登録を受ける権利（以下、「知的財産権」と総称します。）は、テンダ

に帰属します。 

2. お客様は、方法又は形態の如何を問わず、テンダコンテンツに関して、私的利用

の範囲を超えて複製、転載、公衆送信、改変その他の利用をすることはできませ

ん。 

3. お客様は、テンダに対し、著作者人格権を行使しないものとします。 

4. お客様が本条の規定に違反したことにより第三者との間に問題が発生した場合、

お客様は、自身の責任と費用において当該問題を解決するとともに、テンダに何

らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。 

   

第17条 （本サービス等の変更・更新） 

テンダは、お客様に事前に通知することなく、本サービス又は本ソフトウェアの

内容の全部又は一部を変更又は更新することができます。また、変更又は更新に際

し、プログラム稼働用ハードウェアを使用することができるものとします。ただし、

当該変更又は更新によって、変更又は更新前の全ての機能・性能が維持されること

を保証するものではありません。 

 

第18条 （本サービスの停止・中断） 

1. テンダは、第 8条 4項に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、

本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができます。この場合

において、テンダはお客様に対して、できる限り事前に通知するよう努めます。  

(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又はメンテナンス作業を定

期的又は緊急に行う場合  

(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 

(3) 火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなく

なった場合  

(4) その他、テンダが本サービスの提供の停止又は中断が必要と合理的に判断した

場合 

2. テンダは、お客様が利用料金未払いその他本契約に違反した場合には、お客様へ

の事前の通知又は催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停

止することができるものとします。 

3. お客様は、前 2 項に基づく本サービスの提供の停止、中断その他の事由により本

サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、第 5 条に定め

る利用料金の支払を要します。 

 

第19条 （債務不履行） 

1. テンダは、お客様が本契約にもとづく債務を履行しない場合には、お客様に相当

の期間を定めた催告を行い、なおその期間内に履行がされないときは、書面によ

る通知をもって本サービスの利用を解除することができるものとします。 

2. 前項にかかわらず、お客様が、第 5 条第 2 項に定める指定日より１か月経過して

も利用料金等を支払わない場合、テンダは、本サービスの利用を解除するものと

します。この場合において、お客様が再度本サービスの利用を希望する場合には、

本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし、それに従って

算出した利用料金を適用するものとします。 

3. テンダは、お客様が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告することなく

直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 

(1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき、破

産手続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき、又はそれら

の恐れがあると認められるとき 

(2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき 

(3) 手形・小切手を不渡りにする等、支払不能状態に至り、又はその恐れがあると

認められるとき 

(4) 解散、会社分割又は合併の決議をしたとき 

(5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき 

(6) 公序良俗に反する等の行為があったとき 

(7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき 

(8) 第 22 条第 1 項又は第 2 項各号の事由に該当したとき 

(9) その他前各号に準ずる事由があったとき 

 

第20条 （権利義務の譲渡禁止） 

お客様は、テンダの事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位又は本契約

に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部につき、第三者に対する譲渡、移転、

担保設定その他の処分をすることはできません。 

 

 

第21条 （賠償責任） 

  お客様及びテンダは、本契約に基づく債務の履行にあたり自己の責に帰すべき事

由により相手方に損害を与えた場合には、お客様が１年の間にテンダに支払った利

用料金に相当する額を限度として、当該損害を賠償する責を負うものとします。 

 

 

第22条 （反社会的勢力の排除） 

1. お客様及びテンダは、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手

方に対して催告することなく本契約を解除することができます。 

(1) 相手方の役員若しくは実質的に経営に関与する者又は従業員（以下「役員等」

といいます。）が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会

屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反

社会的勢力（以下「反社会的勢力」と総称します。）である、又は反社会的勢

力であった場合 

(2) 相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力に対し、不適切な資金若しくは役務

提供等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている

場合 

(3) 前各号に掲げる場合のほか、相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力と何ら

かの不適切な関係を持っている場合 

(4) 相手方又は相手方の役員等が、自ら又は第三者を利用して、暴力、脅迫、威力、

詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不当な要求行為等を行った場合 

2. お客様及びテンダは、以下の各号について相互に表明し、保証します。 

(1) 自らが反社会的勢力でないこと 

(2) 自らが反社会的勢力でなかったこと 

(3) 反社会的勢力を利用しないこと 

(4) 自らの役員等が反社会的勢力でないこと及び、反社会的勢力と交際がないこと 

(5) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと及

び、反社会的勢力と交際がないこと 

3. お客様及びテンダが第 1 項の規定により本サービスの利用を解除した場合、これ

により相手方に損害が生じたとしても、当該解除者は当該損害について賠償責任

を負いません。 

4. お客様及びテンダは、相手方が第 1 項に違反したことにより損害を被ったときに

は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。 

 

第23条 （免責） 

1. テンダは、本サービス及び本ソフトウェアの完全性、正確性又は有効性について

保証するものではありません。 

2. テンダは、第 4 条第 2 項、第 5 条第 2 項、第 7 条第 4 項、第 8 条第 5 項、第 17

条、第 18 条第 2 項及び第 27 条に定める場合をはじめ、テンダの責に帰すること

のできない事由により生じたお客様への直接又は間接の損害について、一切の賠

償の責を負わないものとします。 

 

第24条 （有効期間） 

1. 本契約の有効期間は、申込時に定めた期間とします。ただし、トライアルの場合

には、トライアル後有償プラン申込において定められた利用開始日を起算日とし

ます。 

2. 有効期間満了の 2 か月前までに、お客様又はテンダのいずれからも、書面による

本契約終了の意思表示がされないときは、本契約は同一条件で更新されるものと

し、以後も同様とします。 

3. 前項にかかわらず、お客様が有効期間満了日前に本契約の解約を希望する場合に

は、解約希望日の 2 か月前までにテンダに対し書面で申し出て、テンダの書面に

よる承諾をもって本契約を途中解約できるものとします。 

 

第25条 （本サービスの廃止） 

1. テンダは、お客様の事前の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を廃

止することができるものとします。 

2. テンダは、前項に基づく廃止を行う場合、 廃止日の 3 か月前までにお客様に通

知するものとします。ただし、かかる廃止が、テンダにおいて商業的に合理的な

努力を払っても予期できない事由や天災地変等の不可抗力その他のやむを得な

い事由に基づく場合には、この限りではありません。 

 

第26条 （本契約の終了） 

本サービスの提供の停止若しくは廃止又は本契約の解除・解約により、本契約は 

当然に終了するものとします。 

 

第27条 （本契約終了後の措置） 

1. お客様は、本契約終了時点において未払いの利用料金、遅延損害金その他の金銭

債務がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 

2. 本サービス（追加オプションを含む。）の利用日数や本契約の終了時期にかかわ

らず、テンダが規定した契約期間分の料金は全額お支払いいただくものとし、既

に支払われた利用料金がある場合でもテンダからお客様への返金（一部の返金を

含みます。）は致しません。 

 

第28条 （本規約の変更） 

1. テンダは、民法第 548条の 4により、本規約をいつでも変更することができます。 

2. テンダが本規約を変更する場合、変更の効力発生日前に予め変更内容及び変更の

効力発生日を、テンダのウェブサイトにて周知するものとします。 

 

第29条 （準拠法） 

本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。 

 

第30条 （合意管轄） 

お客様とテンダの間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。 

 

第31条 （協議等） 

本契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は誠意を 

持って協議の上解決することとします。なお、本規約の何れかの部分が法令等によ

り無効と判断された場合でも、本規約等全体の有効性には影響がないものとし、無

効とされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定と置き換えるも

のとします。 

 

付則 

本規約は，2023 年 7月 1 日から適用されます。 

2023 年 7月 1 日 改定 
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2022 年 10月 17 日 改定 

2021 年 10月 15 日 改定 
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（別紙） 

１. テンダは、お客様に対し、本サービスのお申し込み時に定めた内容に基づき、以下のサービスを提供します。 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※１. テンダは、お客様からの不具合の報告を受けた場合、その報告を検討し、不具合と判断した場合に、修補に必要な助言、指導、又

は修補作業を行います。 

※２. ライセンス構成の変更によるライセンス再発行は、 購入時の初回発行を除き、 テンダが別途定める１回あたりの料金を支払うこ

とにより対応できるものとします。 

２. 第１項に定める№9 及び 10 のサービスについてテンダが必要と判断した場合には、お客様のデータを使用で

きるものとします。 

３. 第１項のサービスの提供を受けるにあたり、お客様がテンダに障害等を報告又は依頼する場合は、電話、Ｅ

-mail 等の指定された方法により行うものとします。また、テンダが必要と判断した場合は、遠隔操作又は

現地作業を実施することができるものとします。 

 
 

№ サービスの内容 

1 情報の提供 

2 保守契約の見積請求 

3 保守更新 

4 技術情報、パッチの無償提供 

5 リビジョンアッププログラムの無償提供 

6 サンプルコンテンツの提供 

7 各種 Dojo テンプレートの提供 

8 各種素材の提供 

9 障害時の障害切り分け、原因調査 

10 障害回復、障害回避のための助言 

11 修補に必要な助言及び指導、又は修補作業（※1） 

12 ハードウェア変更時のライセンスの再発行（※2） 

13 ヘルプデスクサービスの利用 

14 お問い合わせ送信フォームのサービス提供 

15 ライセンスアップ申込 

16 操作指導・各種サービス・セミナーへの申込 


